
※令和７年４月より「有害ごみ」に

変更となりました。

※中身を使い切り、穴を空けず、

他の有害ごみとは袋を分けて

出してください。

「つぶれた空き缶」や「缶詰のは
ずれたふた」が混入すると、処
理施設での圧縮処理に支障
がでますので、適正な分別にご
協力をお願いします。


